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公務適応支援の実施に至るまでの経緯
（1）心の健康問題の増加
　心の健康問題が労働者やその家族、組織や
社会に与える影響の大きさから、厚生労働省
による、平成12年の「事業場における労働者
の心の健康づくりのための指針」策定を機に、
メンタルヘルス対策の普及・定着が進められ
てきました。
　福岡市が心の健康問題について、本格的に
対策を開始したのも平成12年からで、健康相
談室を開設するなど１次・２次の予防対策に
力を入れだしました。背景には、精神疾患に
よる長期病休者の経年的な増加があり、その
10年前の平成２年頃からすでにその兆候は現
れていました。当時、精神疾患による病気休
職からの復職に際しては嘱託の精神科医によ
る面接を行っており、職員の安全衛生管理担
当者として同席していた私は、発症要因の複
雑さ、療養の長期化、再発や再燃、職場への
影響など、現在クローズアップされている諸
問題を目の当たりにしてい
ました。人事部門にいた平
成９年度頃には、病気休職
者に占める精神疾患の割合
が30％台になっており、平
成12年度には60％台となり
ました。その後平成15年度
以降急増し、平成19年度を
ピークに減少に転じている
ものの、平成22年度におい
ても70％台にあります。

（2）研修による支援と人事
管理

　平成16年に厚生労働省か
ら、「心の健康問題により
休業した労働者の職場復帰

支援の手引き」が公表されました。私は同年
研修センターに着任し、①長期病休者の支援、
②在職中途障がい者の支援、③勤務成績が良
好でない者への支援、④育児休業者への支援
の４つを柱とした「公務適応支援研修」を研
修体系化（資料１）し、１年間の試行を経て
本格的に実施しています。
　この試行時期に大切だと感じたことは、解
決志向ではなく、理解志向から入り、対応を
進めていくことが必要で、仕事をしていくう
えで支障となるその人が抱えている問題の本
質は何なのかということをできるだけ明らか
にし、それぞれの問題に応じた対応をとって
いくということです。
　本市では、病気休職に至った多くの場合、
職場の定数外職員といういわゆる過員に位置
づけられます。これは、本人には療養に専念
してもらうための配慮であり、職場には決め
られた時間に決められた職員を確保するとい
う仕事を円滑に進めるうえで不可欠な要素を

職場復帰支援の実際
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リカバリー研修
（勤務成績の向上を支援する特別研修）

中途障がい特別研修
（中途障がい者等を支援する特別研修）

リスタート研修
（病気休暇・休職復帰後の支援研修）

リワーク研修
（病気休職者の復職支援研修）

＊ 育児休業者支援として実施していたリラックス研修
は、平成22年度から自主研修に区分し実施。

職場のメンタル講座 ・ ｅラーニング
（所属への出前講座 ・ マネジメントe講座）

〈資料１〉
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維持するための人事管理上の
対策です。また、人事評価制
度として、一般評価制度と別
に特別評価制度を運用してお
り、勤務成績が良くない場合
に適用され、給与上の不利益
が生じます。対象者には、職
場で職級に応じた業務配分を

「育成プラン」として設定し、
６か月ごとに評価を行います。
病気休職から復職した場合、
３か月間は「業務配分プラン」
が設定され、ソフトランディ
ングとしての業務軽減を受けますが、３か月
を経てもなお20％以上の軽減が必要とされた
場合、特別評価の適用を受けることになりま
す。

（3）公務適応支援の基本理念
　公務適応支援は、職員に対する事業主とし
ての人事管理上の配慮や身分保有の限界を踏
まえ、でき得る限りの支援を行うことを基本
理念としています。
　公務適応支援研修を所管する職員研修セン
ター第３係は、平成16年度の新設時から①病
気や障がい、その他の理由で、職務の遂行に
支障が生じている職員を、公務（職務や職場）
に適応できるよう研修により支援する係、② 
①で対象となる職員の、職務の遂行に支障が
生じることにより起こっている職場の問題を、
所属として理解し解決できるよう研修により
支援する係と定義し、使命を、問題を抱えた
職員が定数内職員として働けるようにするこ
ととしています。
　本稿で紹介する長期病休者の支援は、平成
17年度の復職を支援するリワーク研修の本格
開始を中心に取り組みを進めてきたもので、
この間、安全衛生担当部門による「復職後サ
ポート」の整備や「福岡市職員心の健康づく
り計画」も策定され、１次から３次にわたる
メンタルヘルス総合対策の骨格づくりが進み
ました。

福岡市職員心の健康づくり計画
　「福岡市職員の心の健康づくり計画」は平成
19年に策定し、冒頭に市長による基本方針（資

料２）を掲げています。組織のトップが職員
のメンタルヘルス対策を積極的に推進する旨
の表明を行うことは、極めて重要なことです。
　基本方針では、心の健康増進と予防的対策
の１次予防、早期発見と早期対策の２次予防、
職場復帰支援と再発防止の３次予防を示し、
包括的にいわゆる０

ゼ ロ

次予防について触れてい
ます。１次から３次までは、職員本人を中心
とした予防です。それに対し０次予防は、職
員をメンタルヘルス不全にかからせないため
に、組織として取り組むことを指しています。
そして、もっとも重要なのが「０次予防」で、
これからの組織にますます重要になっていく
といわれています。

福岡市のメンタルヘルス不調職員へ
の対応の流れ（概略）
　メンタルヘルス不調を起こす要因は、次の
３つが考えられます。
　１つ目は、職場関連のストレスです。２つ
目は、社会環境です。３つ目は、個人側の要
因です。メンタルヘルス対策の活動の柱はセ
ルフケアとラインによるケアで、これらが両
輪です。職員一人ひとりに気を付けてやって
もらうこと、管理監督者に部下の管理・職場
管理としてやってもらうこと、この両方がな
ければならないし、片方だけでは不十分です。
組織対応の初動は職場の管理監督者によると
ころが大きく、マネジメントによって取り組
めることも多くありますが、全体的に様々な
問題が大きくなっている一方で、職場で取り
組めるものは、職場関連のストレスに限定さ

特 集 職場におけるメンタルヘルス

福岡市職員の心の健康づくり基本方針（抜粋）

質の高い行政サービスを市民に提供するために、職員が市政執行の担い手として重
要な存在であることを認識し、市の健全な発展という観点からも、職員の心の健康の保持
増進に努め、明るく活力に満ちた職場を実現することに全力を尽くします。

１ メンタルヘルス対策に積極的に取り組み、心身ともに健康で働きやすい環境づくりを
推進します。

２ すべての職員を対象に、教育・研修及び情報提供を行い、メンタルヘルスに関する
職員の意識向上を図ります。

３ メンタルヘルス不調となった職員に対しては、早期に対応し、病気休暇及び病気休
職中等に適宜必要な支援を講じ、心の健康の回復と円滑な職場復帰を目指します。

４ メンタルヘルスに関する個人情報については、法令等を遵守し、適正に取り扱います。

福岡市長

〈資料２〉
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れてしまいます。職場でできるのはある意味
これだけというのが現実です。また、パワハ
ラなど管理監督者自身に問題がある場合もあ
り、厚生労働省が示した３つの予防と４つの
ケアについて、自治体の実情や組織風土・文
化、職員の意識などに応じてシステム化する
ことが必要です。本市の状況は資料３のとお
りで、人事、安全衛生、研修の各担当部門が
連携して整備を進めていますが、初期段階の
支援や復職後一定期間経過後の支援など課題
も残されており未だ整備の途
上です。
　メンタルヘルス不調を劇的
に軽減させることは難しいと
思われますが、できるとこ
ろからやらなくてはならない
し、組織としては、たとえメ
ンタルヘルスの問題が起こっ
たとしても、影響が小さい状
況をつくっていかなければな
りません。

リワーク研修
（return to work）
（1）リワーク研修受講まで

の流れ

　福岡市では、病気休暇が
90日を超えてなお療養が必
要な場合、原則として、病
気休職の分限処分が発令さ
れます。その際、リワーク
研修の案内を含めた「復職
支援の手引き」が新規休職
者全員に渡されます。休職
に入り治療・療養を経て
研修を希望する場合には、
職員研修センターが行う

「BRS」（Before Rework 
Support：リワーク前支援）
でリワーク研修の見学及び
概要説明を受けることがで
きます。その後、主治医の
意見書を添えて、安全衛生
担当課に受講の申請をしま
す。受講の可否は、産業医

が主治医の意見書と本人との面談の結果を踏
まえ判断します。復職のためにリワーク研修
を開始すると、本人が思っている以上に体力
面または心理面に負担がかかりますので、産
業医は研修を開始できる程度の病状の回復が
図られているかどうかを慎重に判断していま
す（資料４）。
　研修センターでは、平成17年９月から受け
入れを始めましたが、平成23年３月末までの
受講者総数は214名になります。リワーク研修

福岡市の休職から職場復帰支援の流れ
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相談窓口の利用（健康相談室・外部委託相談機関）

医療機関の受診

休務 私病（病気休暇） 職場復帰

休職の手続き
所属状況把握、職員衛生管理審査会へ諮問、任命権者の決定

休職更新の手続き
職員衛生管理審査会へ諮問、任命権者の決定

復職の手続き
審査会前面接、職員衛生管理審査会へ諮問、任命権者の決定

リワーク研修

復職発令

復
職
後
サ
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リスタート研修
勤
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１）目 的： 円滑な職場復帰、再発防止、継続的な就労を支援

２）対象者： 心の病等による病気休職から復職しようとする職員で、主治医の意見
書に基づき、産業医が受講可能と判断した職員

３）期 間： 原則３か月以内（継続可能）

４）場 所： リワーク研修室及び事務室内研修センター 実習エリア、復職予定の職場

５）内 容： ・個別研修 ・グループ研修 ・個別面談 ・職場実習

①リワーク見学等後、
復職時期，研修受講
につき相談

②リワーク研修
意見書等送付

⑤
受講可
の連絡

③研修開始前産業医面談
*研修センター同席

本
人

主治医 職員厚生課 職員研修
センター

○研修開始の流れ

④研修受講可否判断

産業医

⑥研修開始の決定

⑦開始通知
（所属，主治医等）

〈資料３〉

〈資料４〉
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は身体疾患による病気休職者も受講できます
が、メインはやはり心の病による病気休職者
です。心の病による初回休職者でリワーク研修
を経て復職した場合の勤務継続率は85％です。

（2）研修内容
　 研修期間（資料４）は、第１期～第３期そ
れぞれ１か月、合計３か月が原則です。しか
し短い人で１か月、長い人では１年を超える
場合もあり、受講者によって大きく異なりま
す。研修内容は「個別研修」「グループ研修」「個
別面談」「職場実習」の４つに大別されます（資
料５）。
○研修のステップ
　就労生活リズムを整えることが目的の第１
期には、①休職に至った経緯を振り返り、自
分の復職への課題を整理し、個別の研修計画
を作成する、②簡易な作業を通して集中力を
高める、③通所リズムを整えることをめざし
ます。
　第２期には、個別の復職の課題に応じた研
修センターオリジナルの実務課題に取り組む

とともに、研修センターにかかってきた電話
の対応や復職後の業務を想定した業務マニュ
アルの作成、文書管理や財務会計等のシステ
ム操作の習得など、復職後の実務に近い作業
を行います。
　第３期に入ると、あらかじめ所属で作成す
る、復職後の業務を想定した「業務仮配分プ
ラン」に基づき職場実習を行います。研修セ
ンターと復職予定の職場を行き来し、最終的
にはその職場において、フルタイム（週５日・
１日８時間）の研修を行います。各期の移行
の可否は、「公務適応支援推進員」が判断して
います。公務適応支援推進員とは、保健師、
精神保健福祉士、臨床心理士、産業カウンセ
ラー等の資格を持つ専門職の嘱託員で、現在
３人を配置しており、常時10 ～ 20人いる受講
者の個別対応、個別実習課題の作成及びグルー
プ講座の講師などの役割を担っています。
○グループ研修と個別面談
　第１～３期にかけては、グループ研修も並
行して実施します。資料にある「FJT」とは「職

場（職務）へのより良い適応を
進めるための研修」を意味して
います。また、「P

パ ム

aＭ」とは、問
題解決のための実践的な考え方
であるパフォーマンス・マネジ
メントを意味しています。グルー
プミーティングでは、参加者の
相互作用と集団体験による自己
成長が期待されます。講師は研
修に携わるスタッフがすべて担
当しています。
　研修の全期間を通じて、頻繁
に個別面談を実施しています。
面談は、復職に際して本人がと
らえている課題と、職場が求め
ている課題とのズレに気付いて
もらう良い機会ともなります。
○職場への支援
　職場への支援（資料６）にも
力を入れています。リワーク研
修開始から復職前の状況確認ま
で、段階に応じて行います。こ
の間、係員が職場との連携を担
当し、支援の充実を図っていま

特 集 職場におけるメンタルヘルス

１ 個別研修

① 「ＦＪＴ」 （Ｆit Ｊob’s Training） 〈12テーマを週1〜2回、2か月間で1クール〉
セルフケアやキャリア等に関する基礎的な知識や実践的なスキルを、グループ
ワークにおける講話、演習、実技を通して高めていきます。

・病気とつきあいながら働く人の体調管理 ・円滑なコミュニケーション

・職業性ストレスの知識と対処法 ・社会資源と支援制度

・物事の見方、捉え方の幅を拡げる方法 ・市政と人事評価制度

・仕事の効率を上げるためのリフレッシュ法 ・簡易速記法

・PCタッチタイピング ・

・接遇

職場で困らないクレーム対応

・キャリアプランをつくろう

②グループミーティング 〈月２回〉
参加者が復職や働くことなどの現実的・直接的に困っていることなどについて話し

合い、 孤立感や不安感を和らげることや、 個別の検討に役立て考える力の回復
への支援を進めます。

③「ＰaＭ（パム）」 （Ｐerformance ａ Manegement) 〈週１回〉
復職後、職場で起こりうる“様々な場面”についてどのようにすれば業務がスムー
ズに進むのか？ 実際の場面を想定して参加者同士で意見を出し合い、 ロール
プレイなどを通して、より効果的な方法を考えていきます。

オリジナルトレーニングシート、パソコン操作、文書作成、個別の実務課題、
朝礼参加、シートによる体調の自己管理、電話応対実習、業務マニュアル作成、
業務関係書籍等の精読、ＯＡシステム操作練習、プレゼンテーション実習 等

３ 個別面談
本人、本人の家族、所属の管理監督者等と随時面談を行います。

４ 職場実習
復職予定の職場及び職員研修センターにおいて業務の一部に従事します。

・復職後の業務を想定した「業務仮配分プラン」を作成し実施

２ グループ研修

〈資料５〉
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す。研修センターと職場との情報交換・共有
化も係員の重要な役割の一つです。「支援推進
員」が、本人の状態など職場に必要な情報を
係員に伝え、本人の了解のもとに係員はそれ
を所属長に提供します。所属長からの要望、
伝達事項などは係員を通じて、「支援推進員」
にフィードバックされ、研修に役立てます。
　復職予定の職場の一般職員に対しては「職
場のメンタル講座」を、管理監督者には「マ
ネジメント系のｅラーニング」を用意し、心
の病やその対応に関する知識と理解を深める
とともに、各職員が心の健康への関心を高め、
セルフケアおよびラインによるケアについて
考える機会を提供しています。
　メンタルヘルス対策が全体の取り組みとし
て推進され、各職場に浸透してくると、職場
復帰プログラムが円滑に機能することが期待
できます。

復職判定と復職後のフォローアップ

（1）復職の可否判断
　研修を修了し（研修を受けなくても）主治
医が復職可と判断すれば、本人を通じ主治医
から復職時身体検査書が提出されます。これ
を受けて、市の嘱託の精神科医２人による復
職前面接を行います。さらにこの精神科医と
産業医も参加する「職員衛生管理審査会」で
の審査を経て復職可と判断されれば、最終的
に任命権者において復職が決定されます。
　職員衛生管理審査会では主治医の判断を覆
し休職を更新して、リワーク研修受講を促す
こともあります。これには、主治医側も「現
場の判断」ということで異を唱えることはほ
とんどありません。審査会はまた、新規休職
の判断でも中心的な役割を担っています。
　新規休職、休職更新と復職、さらにリワー
ク研修受講前も含め、休職中の各段階におい
て、慎重に判定を積み重ね、研修と相まって、
円滑な職場復帰と就労継続・再発防止につな
げようと努めています。

（2）復職後サポート
　復職が正式決定すると、復
職後半年間を最長として「復
職後サポート」が始まりま
す。時間外勤務や出張を控え
る等の職務上の配慮および健
康管理の事項など、本人と所
属に対して支援を行い「業務
配分プラン」に沿って、段階
的な職務への復帰を目指しま
す。復職後は、精神科医によ
る復職後フォロー面接と研修
センターによるリスタート研
修（グループ講座と個別面談：
資料７）を行っています。復
職後フォロー面接は、復職後
の本人の状況を踏まえ、体調
管理や日常生活、職務の取り
組み方などについてアドバイ

第１期 第２期 第３期

就労生活リズム調整期

就労に向けて体調や体力・
生活リズムを整える時期。

日数…週２～４回
時間…１日２～３時間程度
場所…リワーク研修室

ウォーミングアップ期

職場環境適応性を高め，職場
実習の準備を行う時期

日数…週４回
時間…１日４～５時間程度
場所…研修C事務室内実習エリア

アプローチ期

職場と調整を行いながら職
場実習を行う時期

日数…週４～５回
時間…１日５～８時間程度
場所…職場及び研修Ｃ

リワーク研修での職場への支援

職場復帰は復帰する本人だけの問題ではなく、その周囲の職員を含む職場全体の問
題としてとらえる必要があります。職場復帰支援においては、当該職員を受け入れる側
の、職場の上司、同僚に対する支援も非常に重要です。

①リワーク研修開始時の調整
研修開始の決定を所属長あてに文書により通知し、今後の協力を依頼します。

②開始直後の調整
研修開始後概ね2週間以内に、以下の内容を所属の管理監督者と協議します。
・研修の内容説明
・本人の状況説明
・所属の状況と本人の復職前の状況把握
・所属としての研修への希望
・今後の予定など

結果は、リワーク研修計画（個別の課題、目標、研修項目等）に反映します。

③職場実習前調整
職場実習に向けて、本人の状況説明、職場の状況把握、実習内容の検討
（業務仮配分プランの作成）、職場環境の調整（座席、PＣ関係、業務系
端末使用調整等）等を行います。

④実施状況の確認及び調整
職場実習の状況を、職場実習日誌や所属長が記入する現状チェックシート等で
随時把握し、必要な調整を行います。

⑤復職前の状況確認

〈資料６〉
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スするものです。原則復職１か月後に実施し
ますが、病状の変化が懸念される場合など、
必要に応じて複数回の面接を行います。

今後に向けて
　山積する行政課題と、ストレス社会の中で、
個人が健康を保ち続けることの困難さが増し、
持てる能力を十分に発揮することができない
状況が生じてきています。また、時代の要請
として、組織のスリム化、流動化、業務の細
分化といった変化が職場で進んでおり、こう
した方向性はメンタルヘルス面にはマイナス
の影響を及ぼしがちであることが指摘されて
います。組織の変革は、必ずしも職員のメン
タルヘルスを考慮した形になっていないとい
えます。
　現状維持はなく衰退か発展に進むしかない
都市にとって、本市が発展するには、組織の
成長を支える大切な人材としての職員の能力
の向上と、その発揮が絶対不可欠な条件です。
職員の健康問題と職員の能力発揮が不可分な
関係にあることから、メンタルヘルス対策を
怠ると、組織にとって大きな損失をもたらす
ことは明白です。また、対策を間違った手法
で行ってしまうと、かえって職員のモチベー
ションを低下させてしまったり、職場に不公
平感を蔓延させてしまったりすることにもな
りかねません。職員が安心して働き、仕事の
質を維持していくという意味において、職員

のメンタルヘルスへの配慮が
重要性を増しています。
　本市における従前のメンタ
ルヘルス対策は、組織から個
人に対する福利厚生的なもの
が中心でした。しかし、リワー
ク研修を進めることで、病気
や体力に限らない問題、例え
ば対人関係がうまく取れない
こと、自分の思いが言えない
こと、認知の偏り、コミュニ
ケーションの障がいなど、能
力はあっても職務につく前の
職務環境に適応することがな
かなか難しい、病状や体調が
安定しても復職後に仕事がス

ムーズにいかない事例も顕在化してきました。
個々に応じた多様なアプローチが必要であり、
仕事をするうえで土台となる部分を再構築し、
復職して働き続けるためのキャリア形成支援
も求められました。また、職場で生じるメン
タル問題は、職場に潜む問題が浮かび上がっ
てくる場合もあり、個人の問題だけではなく
職場というシステムの問題として捉え臨むこ
との重要性もわかりました。公務員としての
働き方が問われていると同時に、公務職場と
してのあり方が問われています。
　現在、本市における対策は、トップの理解
のもと、組織としての運営戦略、人材育成の
観点からも進められています。
　今後は、個人が健康であるためには、組織
そのものを健康な状態に整えていくという、
個人と組織のあり方を見つめ直し、職員の健
康・安全と組織効率が相互作用する「健康な
組織づくり」が目標になると思われます。

特 集 職場におけるメンタルヘルス

著者略歴：
岩口 浩一（いわぐち・こういち）
1982年福岡市役所入庁（行政事務）、2004年から現職。
※産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント資
格取得

〈最近の主な講師実績〉
　・市町村職員中央研修所
　・全国市町村国際文化研修所
　・佐賀県小城市役所　　　・兵庫県芦屋市役所
　・福岡県直方市役所（スタッフ実務研修）

リスタート研修の概要

1）目的 対象者の職務適応性等の回復を支援

2）対象者
・病気休暇（私病90日以下）を取得し復帰した職員
・病気休職から復職した職員 (リワーク研修受講・未受講を問わず全員）

3）研修期間
・職場復帰後2か月間
・月３回を１クールとして２セット（グループ講座） ・9：15～12：00

4）研修内容
①グループ講座（講義、ミーティング、ロールプレイ）

②個別面談
職場復帰からこれまでの状況や今後のことについて、個別に面談を行います。

・「業務と体調のバランス力を高める」
安定した勤務継続のため、体調とのバランスをとりながら業務を行っていく方法を学
びます。

・「グループミーティング」
就労に際しての体調の維持・管理の方法などについて参加者全員で話し合います。

・「自分をいかして業務遂行力を高める」
自分のタイプを知り、それをいかしながら業務をよりスムーズに遂行するための実
践的な方法を学びます。
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